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御意見の概要 御意見に対する財務省の考え方 

 この度、輸出入申告データを公開することを深く感謝申し上げま

す。今回は、データのアクセス可能性についてのみ、意見を述べさせ

ていただきます。 

 

⑴ 「一切の加工を加えていない元データ全てにアクセスできるよう

準備をお願いします。」輸出入申告データは、申告を行う企業単位の

個票データになっています。どのような形式であれ、集計をしてし

まうと、貴重な情報量が減少してしまいます。マイクロデータとし

ての貴重性を担保するためにも、研究者が申請した場合には元デー

タ全てにアクセス出来るオプションを可能にして頂けると幸いで

す。 

 

⑵ 公開に関しては企業名が特定されないルールの厳守はもちろんの

こと、罰則を伴う秘密保持義務等について厳しい基準を設けて頂い

て構わないので、公開されている企業情報(所在地、従業員規模、財

務諸表)とリンクが可能なように、「企業名」が確認できるアクセス

に関しても、厳しい宣誓書に署名をすること等を条件にアクセス可

能なオプションを設けて頂きたいです。 

 

⑶ さらに可能であれば、既存の公開されている「個別企業コード」

をデータベースに追加することが可能であれば、本輸出入申告デー

タの活用幅が一層に拡大することと強く考えています。ご検討頂け

ると幸いです。 

 頂きましたご意見を踏まえ、輸出入申

告データを活用した共同研究の実施のた

めの利用手続等を規定する「ガイドライ

ン」及び「利用規約」の内容を検討して

まいります。 

 

 共同研究における輸出入申告データと

他のデータとの照合については、共同研

究の目的及び内容に照らして合理的であ

り、かつ、必要であると認められる場合

に限り、照合を認める方向で検討してま

いります。 
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御意見の概要 御意見に対する財務省の考え方 

 この度こうした形で輸出入申告データが利用可能性に道が開かれる

ことについて、学術研究の観点からは日本は他国に比べ周回遅れでは

ありますが遅れを挽回できる研究テーマも少なからず残されているも

のと大変期待しております。 

 

・研究テーマについて 

 「財務省の政策の検討に資するための学術研究に活用する」「財務省

の所掌に係る政策その他の内外経済に関するテーマ」とのことです

が、たしかに政策含意が得られるようなテーマ（応用研究）が求めら

れる一面もあろうかと思いますが、学術的に重要なテーマ（まだ実証

されていない理論仮説の検証など、いわゆる基礎研究）も日本のユニ

ークなデータを利用して検証することで国際的に貢献できる余地があ

るように思います。テーマの公募・選考において、その可能性を残し

ておくような書きぶりはご検討いただけないでしょうか。現状の書き

ぶりですと財務省の政策と親和性のないテーマは採択されないと考え

る方が多いかなと思います。あるいは優先的に取り組むべき財務省所

管の政策課題あるいは関連の内外経済政策があるようでしたらある程

度具体的なテーマあるいは分野付きで公募をかけるのも、ミスマッチ

を避ける上で機能するのではないかと思います。研究者間で似た構想

をお持ちの方も多いかと思いますので、研究グループとしての応募も

可能か検討いただけたらと思います。 

 

・他の外部データとの接合可能性について 

 頂きましたご意見を踏まえ、輸出入申

告データを活用した共同研究の実施のた

めの利用手続等を規定する「ガイドライ

ン」及び「利用規約」の内容を検討して

まいります。 

 

 共同研究のテーマについては、有識者

会議（第三者）より学術的な観点からの

助言を得たうえで、適切に決定してまい

ります。 

 

 共同研究における輸出入申告データと

他のデータとの照合については、共同研

究の目的及び内容に照らして合理的であ

り、かつ、必要であると認められる場合

に限り、照合を認める方向で検討してま

いります。 
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御意見の概要 御意見に対する財務省の考え方 

 輸出入申告データ単独での分析では明らかにできることに限界があ

ります。輸出入の実施主体である企業の財務データ（日経 NEEDSある

いは経済産業省企業活動基本調査の個票データなど）との接合や、輸

出仕向け先の国データ（経済規模や距離、その他経済連携協定の有無

や為替レートなどの２国間の属性）等との接合により、現在他国で進

められているような重層的な実証研究が可能になります。この点につ

いて可能性が開かれているのか否かが研究テーマの立案に肝要である

と考えます。 

 

・成果について 

 財総研との共同研究とは、財総研の研究官との共同執筆という形を意

味するのでしょうか。あるいは分析や執筆は研究者個人が行い、研究内

容や進捗を財総研として管理する形で共同研究と考えるのでしょうか。

最終的な成果物は財総研の審査を経たのち、認められれば学術誌に投稿

し、研究者の著作物となりえるのでしょうか。最終成果物の帰属につい

て明確にされた方がよいかなと思いました。 
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御意見の概要 御意見に対する財務省の考え方 

 諸外国（アメリカ、フランス、中国）などでは輸出入申告データを

活用した研究は少なくとも 10年近く前から活発に行われてきており、

日本においてもようやくそうした研究が可能になったことに国際経済

学の研究者の多くは感謝しています。 

 

 諸外国の研究では、輸出入申告データと企業・事業所データを接合

して研究が行われています。日本でもそうした研究を可能にするに

は、「共通事業所・企業コード」（総務省 事業所母集団データベース

（ビジネスレジスター））を輸出入申告データに付与することが必要に

なると考えます。 

 頂きましたご意見を踏まえ、輸出入申

告データを活用した共同研究の実施のた

めの利用手続等を規定する「ガイドライ

ン」及び「利用規約」の内容を検討して

まいります。 

 

 共同研究における輸出入申告データと

他のデータとの照合については、共同研

究の目的及び内容に照らして合理的であ

り、かつ、必要であると認められる場合

に限り、照合を認める方向で検討してま

いります。 

 輸出入申告データは個人情報や法人情報を含む恐れ。とくに法人の

競争上重要な情報など秘密情報が含まれる可能性。たとえ共同研究者

に国家公務員身分が付与され守秘義務がかかるとしても、分析対象デ

ータには国民の権利に関わる情報が含まれる蓋然性が極めて高いた

め、データ分析は国民の権利を侵害する行為にあたるかきわめてそれ

に近しい。そんな分析を行うには明示的に許容されることを定めた法

律上の根拠が必要と思料。にもかかわらず根拠法令条項としてあげら

れているのは財務省組織令第 67条。組織令は単に財務省内部の事務分

掌を定めたものに過ぎず国民の権利を侵害する行為を許容したもので

はない。 

 財務省組織令第 67条は財総研の事務であり関税局の事務ではない。

 輸出入申告データについては、個々の

申告情報に基づくデータであり、輸出入

者の秘密の保護が強く求められるもので

す。したがいまして、共同研究の実施に

当たっては、輸出入申告データを利用す

る研究者には、財務総合政策研究所の非

常勤研究官（任期付き）となっていただ

き、国家公務員法上の守秘義務が課され

ます。 

 また、輸出入申告データの利用及び研

究等の成果の公表に当たっては、第三者
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御意見の概要 御意見に対する財務省の考え方 

研究者は財総研だけでなく関係部署併任が必要と思料。 による個別の輸出入業者等の識別や個別

の申告から得られる情報の取得が可能と

ならないよう、利用手続等を定め、利用

者には利用規約を遵守していただきま

す。 

 このように秘密の保護を大前提とした

うえで、適切な共同研究の実施に向け検

討してまいります。 

 海外の企業レベルのミクロデータを用いた研究は盛んに行われてき

ているが、日本のミクロデータを用いた研究は海外のものに比べてそ

う多くはない。貴省の「輸出入申告データ」を用いれば、様々な未知

の学術的知見を生み出せる可能性が高い。本意見書では、実現可能性

のある研究課題について議論し、政府所有の統計データが広く研究者

に利用できるようになればという私の強い思いを述べたい。データを

用いた実証分析は現在経済学研究の本流となっており、利用可能なデ

ータが増えることで今後の研究成果の蓄積につながり、それによって

政策立案への一助となり、ひいては日本経済の発展につながると考え

ている。 

 

研究者視点から見た「輸出入申告データ」の利点を３つ述べたい。

第１に、任意の申告ベースのデータ等と異なりデータが信頼でき欠落

サンプルもないと考えられるため、測定誤差やサンプルセレクション

の懸念のない精緻な分析が期待できることである。第２に、申請者

 共同研究のテーマについては、有識者

会議（第三者）より学術的な観点からの

助言を得たうえで、適切に決定してまい

ります。 
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御意見の概要 御意見に対する財務省の考え方 

（企業）の情報がわかるため、企業の情報と組み合わせることで企業

行動に関する研究が可能となることである。そして第３に、申請者の

情報を用いて長期のパネルデータとして再構築できる可能性があるこ

とである。パネルデータとして再構築することで、企業の固定効果を

制御してバイアスの小さい推定値が得られる推定が可能になる。 

 輸出入申告データを用いた研究ができるようになること、たいへん

うれしく存じます。現在の国際経済学の研究では、取引主体（企業、

銀行等）や取引対象（商品、サービス、金融商品等）に関する詳細な

データを用いた分析も増えております。このような研究では、海外取

引の利益や損失を推計する際に、企業、消費者、商品等の特性の違い

を考慮に入れることができます。 

 

 輸出入申告データの持つ意義をより多く引き出し、社会に有用な発

見を得るには、共同研究に際して、申告データ内の取引主体を他のデ

ータと接続できることや、外国の取引相手のデータも利用できること

が非常に重要かと思います。これに関して、下記３点をお伝えしま

す。 

 

１．「輸出入申告データを活用した共同研究」において、輸出入申告デ

ータと他の政府統計を一緒に使える環境を整備していただきたく存

じます。現在、研究を目的に政府統計の調査用情報を利用できる場

所は、オンサイト施設、あるいは省庁から事前に許可を得た場所に

なります。輸出入申告データもこれらの場所で利用できるようにな

 頂きましたご意見を踏まえ、輸出入申

告データを活用した共同研究の実施のた

めの利用手続等を規定する「ガイドライ

ン」及び「利用規約」の内容を検討して

まいります。 

 

 共同研究における輸出入申告データの

利用については、財務総合政策研究所の

施設内での利用を想定しています。ま

た、共同研究において利用可能な輸出入

申告データについては、共同研究の公募

に際してお示しさせていただきます。 

 

 共同研究における輸出入申告データと

他のデータとの照合については、共同研

究の目的及び内容に照らして合理的であ

り、かつ、必要であると認められる場合

に限り、照合を認める方向で検討してま
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御意見の概要 御意見に対する財務省の考え方 

ることを願っております。 

 

２．輸出入申告データ内の、輸入者、輸入相手人（「仕出人」？）、輸

出者、輸出相手人に、法人番号、あるいは共通事業所・企業コード

（総務省事業所母集団データベース）が付与されていれば、他の行

政記録や政府統計との接続が容易になります。これらの番号がない

場合、住所や電話番号も利用可能ですが、接続率は低くなるでしょ

う。 

 

３．国外の取引相手の情報も含まれているのが望ましいです。例え

ば、取引相手の国、地域、名前、住所、電話番号、企業規模、産業

などです。国際取引は少数の取引企業によるネットワークの中で行

われていますので、例えば日本の中小企業の輸出を促進する際に、

何がその障壁になっていて、どうすれば中小企業がその障壁を乗り

越えられるかについて、国際取引ネットワークの特徴から知見が得

られるでしょう。 

いります。 

 輸出入申告データを使うことができれば、インボイスカレンシーの

選択（円の利用の要因分析）や、為替相場のパススルー（為替相場変

化の価格への影響）など多くの研究が可能になります。それらのデー

タを利用した研究に参加させていただくことを希望致します。 

 海外の Trade関係の著名研究者もこのデータにはかつてから興味を

もっていますので、それらの研究者を含めた共同研究とすることも可

能だと思います。 

 共同研究のテーマについては、有識者

会議（第三者）より学術的な観点からの

助言を得たうえで、適切に決定してまい

ります。 



 

8 

 

御意見の概要 御意見に対する財務省の考え方 

 輸出入申告データを研究者に利用できるようにすることは、国際経

済学研究への大きな後押しとなり、素晴らしいと思う。現在の国際経

済学の潮流に照らして、優れた研究成果が出るようにするための方策

に関して、以下意見を述べる。 

 １つめは、企業レベルデータとのマッチングである。現在、どのよ

うな性質をもつ企業が輸出入を行い、それらの企業はどのような国内

企業と取引しているかに関する研究が世界的に盛んであり、その一部

はトップジャーナルに刊行されている。「個別の輸出入業者等の識別や

個別の申告から得られる情報の取得が可能とならないよう」にするこ

との意義は理解できるが、ベルギーやフランス、チリなどの国の企業

レベルデータと輸出入データがマッチされており、日本も将来的にそ

うできるようになることが望まれる。 

 ２つめは、輸出入申告データを利用できる研究者の範囲である。意

見の募集要項だけからだと、大学に籍を置く研究者だけが利用できる

のか、研究費を得ている研究者が利用できるのか、大学院生や民間の

人など、より広範囲の人が利用できるのかがはっきりしない。初年度

は様子見として大学教員だけが利用できるようにするのも一案だが、

将来的には一定の基準を満たした大学院生などが利用できるようにし

てほしい。不正利用には事後的に罰を与えるべきで、一部の特権的な

人だけがデータを利用できるようにすべきではない。 

 頂きましたご意見を踏まえ、輸出入申

告データを活用した共同研究の実施のた

めの利用手続等を規定する「ガイドライ

ン」及び「利用規約」の内容を検討して

まいります。また、共同研究のテーマに

ついては、有識者会議（第三者）より学

術的な観点からの助言を得たうえで、適

切に決定してまいります。 

 

 共同研究における輸出入申告データと

他のデータとの照合については、共同研

究の目的及び内容に照らして合理的であ

り、かつ、必要であると認められる場合

に限り、照合を認める方向で検討してま

いります。 

 輸出入申告データと「企業活動基本調査」と「工業統計調査」をマ

ッチングして輸出・輸入の効果を網羅的に分析するためには研究チー

ムが必要である。 

 頂きましたご意見を踏まえ、輸出入申

告データを活用した共同研究の実施のた

めの利用手続等を規定する「ガイドライ
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御意見の概要 御意見に対する財務省の考え方 

ン」及び「利用規約」の内容を検討して

まいります。また、共同研究のテーマに

ついては、有識者会議（第三者）より学

術的な観点からの助言を得たうえで、適

切に決定してまいります。 

 

 共同研究における輸出入申告データと

他のデータとの照合については、共同研

究の目的及び内容に照らして合理的であ

り、かつ、必要であると認められる場合

に限り、照合を認める方向で検討してま

いります。 

 本件の趣旨とは異なるが、貿易に託けたマネロン等の防止のため

に、金融機関においても輸出入の許可情報等が確認でき、顧客の資金

決済時における確認資料の偽造や変造に起因するリスクを低減できる

仕組みを提供していただきたい。 

 今後の政策に係る検討の参考とさせて

いただきます。 

 輸出入申告データは、かねてより私共研究者が利用の許可を要望さ

せていただいてきたデータであり、今回、利用の申請受付を開始する

決定がされたことに感謝申し上げます。 

 これから、このデータを利用した研究が許可されるにあたって、研

究者の立場からお願いしたいことがいくつかございます。 

 まず１つめは、データの利用にあたって、輸出入者の秘密の保護が

守られることや、データの流出が防止されることなどに十分配慮した

 頂きましたご意見を踏まえ、輸出入申

告データを活用した共同研究の実施のた

めの利用手続等を規定する「ガイドライ

ン」及び「利用規約」の内容を検討して

まいります。 

 

 共同研究において利用可能な輸出入申
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御意見の概要 御意見に対する財務省の考え方 

利用方法が取られることが重要であるのは言うまでもありません。し

かし、それらの配慮があまり過度になりすぎると、せっかくデータの

利用が許可されても、分析が困難になり、利用が進まないことが懸念

されます。他省庁において、これまでに利用されてきている、同程度

の配慮が必要なデータが多くありますので、それらの事例を参考にし

ていただいて、同程度の利用条件をお認めいただければ幸甚です。 

 ２つめとして、諸外国でこれまでに同様のデータを用いて行われて

きた研究を見ても、輸出入申告データが単独で利用されるケースは稀

で、ほとんどの場合、他のデータと接合して分析に用いられてきてい

ます。したがって、我が国におきましても、当該利用データの利用を

許可していただくにあたり、他のデータと接合して分析できるように

していただくことが重要と存じます。例えば、法人番号を使って、貴

省が所有されている他の行政記録と接合することも考えられますし、

経済産業省が所有している企業データ（企業活動基本調査、工業統計

調査、海外事業活動基本調査など）などと接合することも考えられま

す。その際に、１つめの点とも関係致しますが、セキュリティを過度

に厳しくすると、特に他省庁から提供されるデータとの接合が困難に

なることが懸念されます。輸出入申告データ単独での利用はもちろん

ですが、貴省が所有されているデータとしか接合できないようでは、

分析できる範囲がかなり限定されてしまいます。したがいまして、ぜ

ひとも他省庁から提供されるデータとも接合して利用できるような形

でのご提供をお願い致します。 

 ３つめは、利用期間に関するお願いです。輸出入申告データを利用

告データについては、共同研究の公募に

際してお示しさせていただきます。 

 

 共同研究における輸出入申告データと

他のデータとの照合については、共同研

究の目的及び内容に照らして合理的であ

り、かつ、必要であると認められる場合

に限り、照合を認める方向で検討してま

いります。 
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御意見の概要 御意見に対する財務省の考え方 

して行った研究の成果を学術的な目的で公表する場合に、最終的なア

ウトプットは査読付学術雑誌に掲載される論文になります。理系の分

野とは異なり、経済学では、特に国際的評価の高い学術雑誌になる

と、最初に論文を投稿してから、最終的に掲載が決定するまでに２～

３年を要することが一般的です。この間に査読者からのコメントに対

応する形で論文の改訂を行うことが求められます。そのため、最初の

論文投稿時点ではデータの利用が許可された期間内でも、査読プロセ

スの途中で利用期間が終了してしまうと、雑誌の編集部側から求めら

れた論文の改訂を行うことができなくなり、論文の掲載が困難になり

ます。そのような事態を避けるためには、当初の利用期間終了後も、

申請者からの申請があり、利用期間中の利用実態に特に問題がなけれ

ば、利用期間の延長が認められるような制度にしていただくことが肝

要かと存じます。当該データを利用した、優れた研究成果が我が国か

ら発信されることは、国際社会における我が国の学術研究の評価を高

める上でも重要ですし、近年特に重視されるようになってきているエ

ビデンスに基づく政策立案 (EBPM) という観点からも重要かと存じま

す。それらの観点から、データの利用期間について、なるべく柔軟な

対応をご検討いただきますようお願い申し上げます。 

最後に、これはご対応いただくのが難しいかもしれませんが、データ

を分析できる人材育成という観点からは、共同研究のプロジェクトに

おいて、博士後期課程の大学院生をリサーチアシスタントとして雇用

して、責任ある立場の研究者の監督の下で、リサーチアシスタントが

直接データに触れることを許可していただけると、たいへん有難く存
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御意見の概要 御意見に対する財務省の考え方 

じます。大学院生の間に、こうしたデータに直接触れることができる

ことは、研究者としてのスキルアップにとても役立ちます。したがい

まして、もし可能であれば、データのセキュリティの確保には十分配

慮した上で、大学院生でもこうしたデータに触れることができる機会

を与えていただけるような制度設計をお願い致します。 

以上、貴省において検討が進められている「輸出入申告データを活用

した共同研究」につきまして、研究者の立場から意見を申し述べさせ

ていただきました。参考にしていただければ幸甚です。 

 今回のデータの利用は、定められた研究テーマに対する財務総合政

策研究所政策研究所との共同研究として可能となると理解していま

す。この枠組みは、データの秘匿や管理の実務上の制約を考慮すると

やむを得ないと考えます。しかし、今後の具体的な研究テーマの設定

では、研究者の主体的なテーマ設定が可能なできるかぎり間口の広い

テーマを設定いただけるよう要望します。また、将来的には、データ

の利用方法についても統計法に基づく調査の調査票情報の利用に準じ

た柔軟な利用が可能となるように検討を進めていただければと考えま

す。 

 頂きましたご意見を踏まえ、輸出入申

告データを活用した共同研究の実施のた

めの利用手続等を規定する「ガイドライ

ン」及び「利用規約」の内容を検討して

まいります。また、共同研究のテーマに

ついては、有識者会議（第三者）より学

術的な観点からの助言を得たうえで、適

切に決定してまいります。 

 今回の輸出入申告データは、機微な内容を含むので扱いを慎重にす

る必要があり、研究対象とするデータとしては、ハードルが高いで

す。それに比べると、すでに公開されている e-stats の貿易統計は内

容的に十分に面白く、データ量も税関別にすれば１億行を超えるビッ

グデータともいえます。それに加えて、毎月データの更新がされてい

ます。まずは、この公開レベルを貿易統計を集計分析する研究者を増

 引き続き、貿易統計の適切な公表に向

けて検討してまいります。 
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やすことが、さらに機微なデータの研究を行う研究者の養成につなが

ると思っています。 

 

 

「研究の申出者は公的機関や大学等に所属するなど一定の要件を満

たす必要があること…等を規定する予定です」とあります。当方は公

共財団法人の研究員ですが、この身分で応募が可能であることを希望

します。 

 頂きましたご意見を踏まえ、輸出入申

告データを活用した共同研究の実施のた

めの利用手続等を規定する「ガイドライ

ン」及び「利用規約」の内容を検討して

まいります。 

 輸出入申告データを研究に利用することができるようになること

は、大変有意義であると思います。貿易政策の効果を企業レベルで詳

細に分析することが可能となり、学術研究の発展のみならず、より効

果的な政策立案にも活かしていけると思います。 

 懸念されるのは、データを利用するためには、財総研の研究員とな

る必要があり、財総研でデータを利用する必要がありそうだというこ

とです。機密情報を扱うことになるため、そのような制約が必要であ

ることは理解できます。しかし、ごく限られた研究者しかデータにア

クセスできないのではないかということが懸念されます。たとえば、

科研費や財総研以外の研究プロジェクトでは利用できないということ

でしょうか？機密情報を保持しながらも、幅広く研究に活用できるよ

うな方法（財総研との共同研究とはしない形でも研究が可能なの

か？）など、もう少しご検討いただきたいと思います。 

 また、実際に輸出入を行っている企業の属性に関する情報と接続で

 頂きましたご意見を踏まえ、輸出入申

告データを活用した共同研究の実施のた

めの利用手続等を規定する「ガイドライ

ン」及び「利用規約」の内容を検討して

まいります。 

 

 共同研究における輸出入申告データと

他のデータとの照合については、共同研

究の目的及び内容に照らして合理的であ

り、かつ、必要であると認められる場合

に限り、照合を認める方向で検討してま

いります。 
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きなければ有益な分析はできないわけで、申告者のコードと、他の企

業調査等のデータの企業コードとの対応表の整備も必要だと思いま

す。 

 


